
世田谷区ファミリーサポートセンター
開所時間：午前８時30分～午後５時15分（土日祝日、年末年始を除く）

〒157-0066  世田谷区成城６-３-10 ４階
電話： 0 3 - 5 4 2 9 - 1 2 0 0  FAX： 0 3 - 5 4 2 9 - 1 2 0 2
ホームページ： https://www.setagayashakyo.or.jp/
世田谷区ファミリー・サポート・センター事業は、世田谷区から世田谷区社会福祉協議会が受託運営しています。

第 10 号
平成30年９月

開所時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日、年末年始を除く）

◇ 世田谷地域社協事務所 〈 アドバイザー　藤里・鈴木 〉
　　太子堂２－１２－２　T- ＯＮＥ世田谷ビル５階
　　電話：０３－３４１９－２３１１　FAX：０３－３４１９－２３５４

◇ 北沢地域社協事務所 〈 アドバイザー　酒井 〉
　　北沢２－１１－３ イサミヤビル３階
　　電話：０３－５７８７－８５３７　FAX：０３－５７８７－８５３３

◇ 玉川地域社協事務所 〈 アドバイザー　室井・雨宮 〉
　　玉川１－２０－２１玉川総合支所　二子玉川庁舎Ａ棟２階
　　電話：０３－５４９１－８５２５　FAX：０３－５４９１－８５２６

◇ 砧地域社協事務所 〈 アドバイザー　白石 〉
　　成城２－３３－１５　成城二丁目事務所棟１階
　　電話：０３－５７２７－６１０１　FAX：０３－５７２７－６１０３

◇ 烏山地域社協事務所 〈 アドバイザー　椎谷 〉
　　南烏山５－１８－１３　モリッチビル４階
　　電話：０３－５３１４－１８９１　FAX：０３－５３１４－１８９３

◇ 世田谷区ファミリーサポートセンター　　　
　　成城６－３－１０　成城６丁目事務所棟４階
　　電話：０３－５４２９－１２００　FAX：０３－５４２９－１２０２

　　ホームページ　https：//www.setagayashakyo.or.jp

世田谷

ファミサポ
通信

※詳細説明は、

　次ページにて

重要事
項のお知らせです

区内５ヶ所の地域社協事務所

１０月１日より アドバイザーへの
相談・連絡先が変更となります。

アドバイザーの担当地域も新しくなります。
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　  10月からアドバイザーがもっと身近になります！！

◆　相談・連絡先のご案内　◆

　 利 用 会 員 　ご自分の住所を担当する地域社協事務所。

　 援 助 会 員 　活動している利用会員の住所を担当する地域社協事務所。

住　　　所 担　　　当

池尻（1～ 3、４丁目 1～ 32番）・三宿・太子堂・

三軒茶屋・若林・世田谷・弦巻・桜・経堂・宮坂・桜丘・

上馬・下馬・野沢・駒沢（1～２丁目）

世田谷地域社協事務所

　電話：０３－３４１９－２３１１

　FAX：０３－３４１９－２３５４

代田・梅丘・豪徳寺・代沢・池尻（４丁目 33～ 39番）・

羽根木・大原・北沢・松原・赤堤・桜上水

北沢地域社協事務所

　電話：０３－５７８７－８５３７

　FAX：０３－５７８７－８５３３

東玉川・奥沢・玉川田園調布・玉堤・尾山台・等々力・

上野毛・中町・野毛・上用賀・玉川・玉川台・用賀・瀬田・

駒沢（3～ 5丁目）・新町・深沢・駒沢公園・桜新町

玉川地域社協事務所

　電話：０３－５４９１－８５２５

　FAX：０３－５４９１－８５２６

祖師谷・千歳台・成城・船橋・喜多見

鎌田・宇奈根・岡本・砧・大蔵・砧公園

砧地域社協事務所

　電話：０３－５７２７－６１０１

　FAX：０３－５７２７－６１０３

上北沢・八幡山・上祖師谷

粕谷・給田・北烏山・南烏山

烏山地域社協事務所

　電話：０３－５３１４－１８９１

　FAX：０３－５３１４－１８９３

　世田谷区ファミリー・サポート・センター事業の一層の充実を図るため、１０月より

アドバイザーが世田谷区社会福祉協議会の各地域社協事務所（世田谷・北沢・玉川・砧・

烏山）で勤務し、身近な地域で会員の皆様と顔の見える関係の中で利用や活動の相談を

受けることになりました。

　各地域社協事務所には、アドバイザーの他に地域の子育てサロンや地区単位の福祉活

動を担当する職員がいますので、互いに連携して、広く子育て支援に関する様々な相談

の受付や地域に根ざした子育て情報の提供などもさせていただきます。

また、これまでどおり、子育て支援者養成研修などの各種研修や会員の登録に関するこ

とにつきましては、世田谷区ファミリーサポートセンターの職員が行なってまいります。

　世田谷区社会福祉協議会の地域社協事務所と世田谷区ファミリーサポートセンターが

協力・連携しながら、皆様のお役に立てるよう、尚一層努力をしてまいります。

　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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　　　　　　★ 活動で心がけて頂きたいこと ★

利用会員さんと援助会員さんが安全・安心に利用 / 活動していただくために、

留意して頂きたいことをお伝えします。

手を洗いましょう

　一見キレイに見える手にも、目に見えない細菌やウイルスがたくさん付いています。実際、

風邪ウイルスの感染は、くしゃみや咳よりも手を介した感染の方が多いと言われています。

　したがって、排泄後、帰宅後、廃棄物に触れた後などは、食物に触れる（食べる）前など

にしっかりと手洗いを行い、衛生管理に努めましょう。特にお子さんには、大人が一声かけて、

一緒に手洗いをするなどの配慮も大切となります。

　洗い方のポイントについては、流水で手を流した後、石鹸等で必要な部位を丁寧に洗い、

時間的には 30 秒を目安としてよく流します。そして、濡れた手は、清潔なタオル、ペーパー

タオルでよく拭き取ります。

　時間が無いときなど、つい手洗いをサッと済ませてしまうことも

ありますが、いつでもしっかりと手を洗うように心掛けましょう。

運行前点検をお忘れなく！

　活動指定場所に向う時や送迎先まで交通が不便で、お子さんの負担が高い時などにやむな

く自転車を使う際は、運行前点検をしましょう。

　ブレーキの効き具合やベルの鳴り具合、あるいは、チェーンのたるみや各パーツの緩みを

確認しましょう。特にお子さんを乗せる場合は、チャイルドシートに緩みやズレなどがない

かのチェックも大切になります。さらに、タイヤは普段から空気圧を高めにしておくと、パ

ンクしにくくなります。

　そして、もしも不備がある場合には、そのまま放置せずに、急ぎ整備をしましょう。

　また、お子さんのヘルメット着用も、法律上で着用努力義務が定められておりますので、

万が一のことも考えて着用に努めましょう。

ファミサポからの
お知らせ
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援助会員・フォローアップ研修 参加者募集

　子どもの危険回避研究所所長の横矢真理氏を講師にお迎えして、ヒヤリハットを回

避するためのポイントと題して、屋内に潜む危険を中心に、うつぶせ寝禁止や送迎時

の危険予測などについてお話いただきます。

　今年度、いずれも同じ内容で残り 4 回開催い

たします。活動にも役立つ実践的な内容となっ

ていますので、是非ご参加下さい。

日程及び会場

① 平成 30 年 10 月 25 日 ( 木 )　 13 時 30 分～ 15 時 00 分
　 成城ホール４階 集会室 E　（成城 6-2-1）　

② 平成 30 年 11 月 7 日（水）　 10 時 00 分～ 11 時 30 分
  烏山区民会館３階 集会室（南烏山 6-2-19）

③ 平成 30 年 12 月 26 日 ( 水 )　 13 時 30 分～ 15 時 00 分
　 玉川区民会館１階 集会室Ａ（玉川 1-20-21 玉川総合支所二子玉川仮設庁舎内）

④ 平成 31 年 1 月 24 日 ( 木 ) 　 10 時 00 分～ 11 時 30 分
　 三茶しゃれなあどホール５階 スワン・ビーナス　( 太子堂 2-16-7）　

定　　　員 　各回 50 名（先着順）

申し込み先 　世田谷区ファミリーサポートセンター　☎５４２９－１２００

第１回 利用会員・援助会員 会員交流会を実施しました

　７月９日（月）の午前中、三茶しゃれなあどホールのオリオンにて、

日本体操研究所 ･ 健康運動指導師の木下祐一先生をお招きして、「親

子で楽しめる運動をしよう」と題した交流会を行いました。「ドレミ

のうた」や「線路は続くよ どこまでも」の曲に

合わせた手遊びやリズム遊びを行い、運動をしよ

うと構えるのではなく、大人が子どもと一緒に楽

しんで体を動かせば、子どもに体を動かす楽しさ

や喜びを伝える事ができるという先生の言葉を実

感した時間となりました。

活動中は

  目を離さない !

手をつなぐ！


